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１ 行政改革について 

本市における行政改革の取組については、平成 9 年 6 月に「瀬戸市新行政改革大綱」を

まとめ、平成 10 年 10 月に改革すべき項目や数値目標、実施年度などの具体的内容につい

て定めた「瀬戸市新行政改革実施計画（平成 10～12 年度）」を、平成 13年 5月には「瀬戸

市新行政改革第２次実施計画（平成 13～15 年度）」を策定し、行政運営の簡素化・効率化

を図りながら財源確保に努め、少子高齢社会への対応や多様化している市民ニーズに応え

るために行政改革に取り組んできました。 

２ 行政経営について 

社会経済情勢が大きく変化していく中、厳しさを増す本市の財政状況を踏まえた行政運

営を継続していくため、これまで行政改革で取り組んできた経験を生かし、平成 12年度か

ら「経営」の視点による市政全般の改革である「行政経営改革」を進めています。 

  平成 13年 6月には、民間会社で言えば「社外取締役」兼「外部監査人」に当たる役割を

果たす「瀬戸市行政経営委員会」を設置しました。この委員会では、本市の行政がより良

いサービスをより高い効率で提供し、行政に民間企業の経営理念、手法等を可能な限り導

入するための助言を求め、市長が責任を持ってその実行に努めてきました。 

平成 14年 2月には「行政経営導入計画」を策定し、これに基づき、「平成 17年度末まで

に、瀬戸市の行政組織が、目標を共有し、役割分担と創意工夫によって行動できるように

なる」ことを経営改革のビジョンとして掲げ、これを目指した取組を進めてきました。 

３ 第５次瀬戸市総合計画について 

これまでの行政経営の取組を踏まえ、長期的視点に立った望ましい地域社会づくりの指

針として、平成 18年 3月に「第 5次瀬戸市総合計画（計画期間：平成 18～27 年度）」を策

定しました。 

この第 5次総合計画では、「どのような地域社会をつくるか」、「市民がどのような生活を

送るか」といった市民と行政がともに目指す「社会の姿」を提示するとともに、達成すべ

き明確な目標を掲げ、その実現のための道筋を明らかにすることとしています。また、目

標に掲げた水準を達成できたかどうかを常に評価し、目標達成のために必要な行動をして

いく仕組みを計画の中に盛り込むこととしました。 

また、策定過程全般を通じて、市民と行政が目標を共有し、役割分担・創意工夫による

行動ができるようになることを実現するため、総合計画審議会、公募市民メンバー会議、

分野別市民委員会の開催や市民意向調査、パブリックコメントなどを実施しました。また、

策定後については、計画に従った取組を進めていくものとしています。 
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４ 瀬戸市行政改革集中改革プランについて 

平成 16 年 12 月 24 日に閣議決定された「今後の行政改革の方針」を受け、平成 17 年 3

月 29 日付けで総務省より「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」と

して助言があり、この指針において、行政改革大綱に基づき具体的な取組を集中的に実施

するため、平成 17 年度を起点とし、おおむね平成 21 年度までの具体的な取組を明示した

計画（集中改革プラン）を平成 17年度中に公表することとされました。 

  これまで述べたように本市では、行政改革、行政経営の理念を第 5 次瀬戸市総合計画に

盛り込んでいることから、「瀬戸市行政改革集中改革プラン」については､第 5 次瀬戸市総

合計画の枠組みの中で作成し平成 18年 3月に公表しました。 

５ 瀬戸市行政改革集中改革プランの取組状況について 

瀬戸市行政改革集中改革プランでは、147 にわたる実施項目を掲げ、そのうち平成 16年度

までに 100 項目に着手し、平成 17年度から平成 21年度までには、引き続き実施する 21項目

と新たに着手する47項目の計68項目について取り組むこととしました。この68項目のうち、

平成 21年度までに 67項目を実施し、未実施となった 1項目についても平成 22年度当初に実

施しました。 

また、目標とした定員管理における平成 22 年 4 月 1 日現在の職員数 835 人、平成 17 年度

からの削減率 8.0％に対し、職員数は 806 人で削減率 11.2％、削減数 102 人となっています。 

なお、これらの取組による財政効果影響額は、平成 17 年度から 21 年度の合計が約 139 億

円、平成 10年度から 21年度までの合計が約 257億円となっております。 

 

≪これまでの取り組みの成果≫ 

 実施 

項目数 
職員数推移 

上段：財政効果額 

下段：財政効果影響額 

新行政改革等 

（平成 10～16 年度） 
100 

（H10）1,052 人 

（H16）  908 人 

           ▲144 人 

（削減率 13.7％） 

5,454,837 千円 

11,721,388 千円 

行政改革集中改革プラン 

（平成 17～21 年度） 

新規 47 

継続 20 

計  67 

（H17）  908 人 

（H21）  806 人 

           ▲102 人 

（削減率 11.2％） 

2,100,287 千円 

13,996,259 千円 

合   計 
147 

（継続除く） 

（H10）1,052 人 

（H21）  806 人 

       ▲246 人 

（削減率 23.4％） 

7,555,124 千円 

25,717,647 千円 

 ※ 「財政効果額」とは、当該年度に発生した効果額の合計であり、「財政効果影響額」とは、実施した取組の
中で、それまでの事業や制度を廃止することにより、後年度にもその効果が及ぶものを累計した影響額です。 
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６ 瀬戸市行政改革第2次集中改革プランについて 

第 2 次集中改革プランは、第 1 次集中改革プランの実施状況による見直しを行うととも

に、平成 22年度～27年度に行う 48項目を追加するものです。 

なお、このプランについては、今後の使命達成運動の展開により、毎年ＰＤＣＡ管理を

行い、新たな改革・改善の取り組み事項が具体的になった場合等には、このプランを変更

するとともに、取り組みの進捗状況や成果等を取りまとめ公表するものとします。 

 

≪実施項目数≫ 

 
瀬戸市新行政 

改革実施計画等 

（H10～H16） 

第 1 次 

集中改革プラン 

（H17～H21） 

第 2 次 

集中改革プラン 

（H22～H27） 

計 

（継続除く） 

事務事業の再編・整理、

廃止・統合の取組 
34  

新規  9  

継続 10  

計  19  

新規 18  

継続 10  

  計  28  

61 

民間委託等の推進 50  

新規 29  

継続  4  

 計  33  

新規  8  

継続  4  

計  12  

87 

定員管理・給与の適正化 16  

新規  9  

継続  6  

計  15  

新規  4  

継続  4  

計   8  
29 

合   計 100  

新規 47  

継続 20  

計  67  

新規 30  

継続 18  

計  48  

177 

 

 

 

 

本市においては、第 5 次瀬戸市総合計画基本計画に沿って行政組織ごとの成果目標を明

確化し、市長をはじめ各部長で構成する政策会議と各部長をはじめ部内の各課長で構成す

る使命達成会議によるＰＤＣＡ管理を行う「使命達成運動」を展開します。この運動は、

目指す姿に向けた行政組織の役割（使命）を明確にし、組織ごとに掲げる全ての成果目標

の達成状況をチェックしながら、施策・事業を継続的に改善するものです。これにより、

行政は最小の経費で最大の成果を上げるマネジメントを行い、｢目指す姿｣の実現に向けた

施策・事業などの行政の取組が着実に前進することになります。 

また、毎年、前年度の目標値達成状況・分析・対応を記載した「成果報告書」を公表し、

市民意見を聴取し目標達成に向けた改善に努めるとともに、3年ごとに目標値達成状況や市

民の活動状況を把握する市民アンケートを実施し、第 5 次瀬戸市総合計画基本計画の見直

しを行います。 

 

事務事業の再編・整理、廃止・統合 
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本市では、第 5次瀬戸市総合計画基本構想における行政の基本方針において、「①市民の

力を引き出し、自助・共助中心の社会の仕組みに転換する。行政はその転換を計画的に推

進することを使命とし、優先する。②小さくて効率的な市役所を目指す。市民・NPO・企業

が実施主体となることができるものについては、積極的に委ねる。」こととしています。 

  地域を構成する主体は、行政のみならず、市民、NPO、企業など様々であり、これらそれ

ぞれが地域づくりの主体となって力を発揮し、相互に理解しあい補完しあうことがこれか

らの基本的な方向性になるものと考えます。 

多様化する市民ニーズに応えるため、多様な供給主体による柔軟できめの細かい公共サ

ービスが提供できる社会の仕組みの構築に努めていきます。 

 

 

 

１ 人事管理の適正化 

本市では、新しい時代の行政運営を実施するため、平成 15年 7月に『もらーる・あっぷ

計画』（瀬戸市人材育成基本計画）を策定しました。 

この計画では、「人事」「研修」「採用」のあり方について人材育成の観点から具体的な施

策を示し、今日まで取り組んでいます。 

 

２ 定員管理の適正化 

これまでの職員数の推移については、平成 10 年度の 1,052 人をピークに平成 17 年度に

は 908 人となり、8年前の職員数と比較すると約150 人（13.7％）を削減してきました。 

さらに、事務事業の効率化・民間委託化、職員採用数のフラット化、再任用職員の活用

等を進め、平成 22年度の職員数は 806 人となり、平成 10年度と比較すると 246 人（23.4％）

を削減、平成 17年度と比較すると 102 人（11.2％）を削減してきました。 

今後も、少数精鋭で最大の効果をあげる『小さな市役所』を目指し、平成 27年度末（平

成 28年 4 月 1日現在）までの削減率を 8％とし、定員管理の目標を 742 人とします。 

 

定員管理の数値目標（公営企業を含む） 

 

 

定員管理・給与の適正化 

民間委託等の推進 

平成 22年 4月 1日現在 806 人 ⇒ 平成 28 年 4月 1日現在 742 人（▲8.0%） 
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３ 給与等の適正化 

本市では、行政運営の簡素化・効率化を図りながら財源確保に努めるため、これまで随

時給与等の適正化を図ってきました。 

しかし、昨今では公務員制度のあり方も見直される中で、これまで以上に厳しい財政状

況となっていることから、本市においては民間企業や他の自治体との均衡を考慮しつつ給

与制度の見直しを行います。 

 

 

経費節減等の財政効果 

 

１ 現時点における平成 22～27 年度までの財政効果額の試算 

（単位：千円） 

項    目 財政効果額 

事務事業の再編・整理、廃止・統合 1,009,523 

人件費の削減（民間委託等の推進） 215,000 

合      計 1,224,523 

 

２ これまでの財政効果額 

（単位：千円） 

項    目 

平成 10 年度～16 年度 平成 17 年度～21 年度 合 計 

財政効果額 
財政効果 

影響額 
財政効果額 

財政効果 

影響額 

財政効果 

影響額 

事務事業の再編･整理、廃

止･統合 
3,989,875 6,392,559 1,279,166 4,870,284 11,262,843 

民間委託等の推進 218,149 472,142 372,818 980,559 1,452,701 

職員給与等の削減 1,246,813 4,856,687 448,303 8,145,416 13,002,103 

合      計 5,454,837 11,721,388 2,100,287 13,996,259 25,717,647 

※ 「財政効果額」とは、当該年度に発生した効果額であり、「財政効果影響額」とは、実

施した取組の中で、それまでの事業や制度を廃止することにより、後年度にもその効果

が及ぶものを累計した影響額をいう。 

 


